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ＰＣＢ廃棄物等の掘り起こし調査の効率
化・加速化支援業務

支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長
鳥居　敏男
東京都千代田区霞が関1-2-2

平成29年3月27日

公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財
団
東京都千代田区鍛冶町2-6-1 2010005018786

会計法第２９条の３第４項
企画競争募集要領に従い募集したところ
有効な応募者は2者あったが、審査委員
会での審査の結果PCB廃棄物の掘り起こ
し調査の加速化・効率化するための体制
等の提案の妥当性、具体性及び確実性等
を総合的に評価し契約相手方として選定
した。

－ 65,000,000 － 公財 国認定 2

自己点検表の項
目１・３に基づいて
点検を実施した。
（今後も一般競争
入札（総合評価）を
実施予定である。）

有 1.3

平成２９年度ＩＴを活用した循環型地域
づくり基盤整備事業委託業務

支出負担行為担当官
環境省環境再生・資源循環局長
縄田　正
東京都千代田区霞が関1-2-2

平成29年10月17日

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興セ
ンター
東京都千代田区二番町３番地 8010005018905

  公益財団法人日本産業廃棄物処理振興
センターは、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律第13条の２に基づき、平成９年
に全国唯一の情報処理センターとして指
定されており、電子マニフェストシステ
ムの運営、管理及びシステムに係るプロ
グラム、データの作成等を行っている。
また、同法第12条の５の規定等により、
電子マニフェストの業務を行うことがで
きるのは情報処理センターとして指定さ
れている当センターのみとなっている。
　以上のことから、平成18年８月25日付
財務大臣通知「公共調達の適正化につい
て」（財計第2017号）の１．(2)①「競
争性のない随意契約によらざるを得ない
場合」のイ(イ)「法令の規定により、契
約の相手方が一に定められているもの」
に準ずるものと認められる。（会計法第
29条の３第４項）

－ 55,285,200 － 公財 国認定 -

廃棄物の処理及
び清掃に関する法
律により、契約相
手が特定される

有 6

平成２９年度次期学習指導要領を踏まえ
た教員等の環境教育実践者の効果的な養
成を図るための研修運営手法の開発業務

支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長
鳥居　敏男
東京都千代田区霞が関1-2-2

平成29年7月28日
公益財団法人日本環境教育フォーラム
東京都荒川区西日暮里５丁目38－５ 6011105004508

　本業務に係る企画書審査委員会におい
て企画書の審査・採点を行った結果、当
該業務の契約候補者として相応しいもの
と判断された。
よって、公益社団法人　日本環境教育
フォーラムを本請負業務の契約相手方と
して選定し、会計法第29条の３第４項の
規定に基づき、随意契約を締結した。

－ 12,000,000 － 公財 国認定 2
平成29年度限りの
業務

無 7

平成２９年アジア・太平洋地域によるＧ
ＣＦ・ＣＴＣＮ案件形成の能力向上支援
等施委託業務

支出負担行為担当官
環境省地球環境局長
森下　哲
東京都千代田区霞が関1-2-2

平成29年8月1日
公益財団法人地球環境センター
大阪市鶴見区緑地公園２－１１０ 9120005012202

予算決算及び会計令第29条の3第４項、
業務の実施方法により多種多様なやり方
があるため

－ 37,496,702 － 公財 国認定 1
平成29年度限りの
業務

無 7

平成２９年度二国間クレジット制度の対
象国における効率的な制度実施体制の検
討等及びプロジェクト登録等の実施支援
委託業務

支出負担行為担当官
環境省地球環境局長
森下　哲
東京都千代田区霞が関1-2-2

平成29年4月3日

公益財団法人地球環境戦略研究機関
神奈川県三浦郡葉山町上山口２１０８－
１１ 8021005009182

本業務は、途上国においてJCMを活用し
た排出削減プロジェクトの効果的な実施
に資することを目的として、JCMのプロ
ジェクトサイクルに係るMRV
（Measurement, Reporting,
Verification）実施のための各種支援、
JCMを含む新メカニズムや市場メカニズ
ムの運用促進のための各種取組（ワーク
ショップや国際会議等の開催、並びに必
要な教材やデータの整備、調査・分析
等）を行うものである。本業務に係る業
者を選定するため、企画書募集要領に従
い企画書を公募したところ、有効な応募
者は1者であった。
提出された有効な企画書につき、地球環
境局内に設置した企画審査委員会におい
て書面審査を行った。厳正な選考の結
果、関連分野での過去の実績はもとよ
り、本制度を実施するために重要となる
途上国各国におけるMRV体制の構築を支
援するための知識や各種取組方法につい
ての提案が高く評価された公益財団法人
地球環境戦略研究機関による提案は、当
該業務の目的にも合致し、優秀であると
判断したもの。
以上のことから、公益財団法人地球環境
戦略研究機関を本業務の契約相手方とし
て選定し、会計法第29条の3第４項の規
定に基づき随意契約を締結するものであ
る。

－ 309,999,999 － 公財 国認定 1

対策として、平成
30年度では、「参
加者確認公募方
式」による契約を
行った。

有 4

平成29年度国立公園満喫プロジェクト人
材育成支援業務

支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長
大森　恵子
東京都千代田区霞が関1-2-2

平成29年10月5日

公益社団法人日本環境教育フォーラム
東京都新宿区新宿５－１０－１５　ツイ
ンズ新宿ビル４階 6011105004508

本業務では、国立公園満喫プロジェクト
において先導的役割を果たす８国立公園
等の自然地域を対象に、外国人の受入体
制やニーズを意識したビジターセンター
等の拠点施設スタッフや、エコツアーガ
イドやコーディネーター等の人材育成支
援を行い、自然地域における受入体制の
質の向上と、利用者数の増加に寄与する
ものである。
  　本業務を実施するためには、観光や
自然公園に関する施策等、各分野の知見
だけでなく、人材を地域とともに育て、
地域の中で各種仕組みを構築していくた
めの実践的なノウハウなどが重要となる
他、横断的な分野の人材育成ができる経
験や実績を持つ人たちとの幅広い人脈や
協力関係等も必要である。
  　よって、本業務は民間の有する知見
や創意工夫を幅広く求め、ふさわしい提
案に従い業務を実施することが効果的で
ある。
そのため、本業務の実施に最もふさわし
い知識やノウハウを有する者を選定する
ため企画競争を実施し企画書の募集を
行ったところ３者から企画書等の提出が
あった。平成29年９月12日に企画提案会
を開催し審査を行った結果、公益社団法
人 日本環境教育フォーラムの企画書等
が妥当性、有効性が認められ、当該業務
の契約候補者として決定された。
　以上の理由から、公益社団法人 日本
環境教育フォーラムを本業務の契約相手
方として選定し、会計法第29条の３第４
項の規定に基づき随意契約することとし
たい。

－ 29,970,000 － 公社 国認定 3

自己点検表の項
目３に基づいて点
検を実施した。（今
後は一般競争入
札を実施予定であ
る。）

有 1

平成２９年度地域資源を活かした温泉地
活性化に関する調査業務

支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長
大森　恵子
東京都千代田区霞が関1-2-2

平成29年11月21日
公益財団法人日本交通公社
東京都港区南青山２丁目７番２９号 5010005018866

公益財団法人日本交通公社は温泉地の効
果的なPR方法の検討、温泉地全体の療養
効果の把握や国立公園との連携可能性調
査の点で高く評価され、契約候補者とし
て最も相応しいものと判断されたため
会計法第29条の３第４項の規定

###### 24,990,000 96.5% 公財 国認定 3
平成29年度限りの
業務

無 7

平成２９年度港湾におけるヒアリ確認調
査等業務

支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長
大森　恵子
東京都千代田区霞が関1-2-2

平成29年7月18日

公益社団法人日本ペストコントロール協
会
東京都千代田区神田鍛冶町 9010005004433

神戸港、名古屋港、大阪港、東京港にお
いて、中国由来のコンテナ及びその保管
場所周辺から特定外来種に指定されてい
るあり科のうち特に毒性が高いヒアリが
確認された。ヒアリは検疫過程も含め国
内で確認されたことはこれまでなかった
が、今回貨物への付着だけでなくコンテ
ナヤードの地面でも多数確認された。こ
のことから、中国からの定期コンテナ航
路を有する港湾及び台湾等のその他の分
布地域からの定期コンテナ航路を有する
港湾（68港）において、ヒアリ等の侵
入・定着を未然に防止するため、緊急的
にヒアリ分布調査を実施する必要があ
る。なお、調査の実施にあたっては、モ
ニタリングトラップの設置及び回収等に
各港湾管理者の協力を得ることで国土交
通省と調整済み。
（緊急性）
ヒアリは攻撃性が強く、刺激すると集団
で襲いかかり、大あごでかみつき、腹部
の先端にある毒針で何度も刺す。ヒアリ
はアルカロイド系の強い毒を持ち、刺さ
れると痛みやかゆみ、発熱、じんまし
ん、激しい動悸等の症状が出るほか、ア
レルギーショックによる昏睡状態、死亡
例も多く報告されている。今般、神戸港
に入港した貨物船に積まれていたコンテ
ナ及び当該コンテナが留め置かれていた
コンテナヤードからヒアリが発見された
ことを受け、国土交通省港湾局から全国
の主要125港湾の港湾管理者に対し、中
国南沙港を出港した貨物を取り扱った実
績のある施設において、ヒアリの個体の
有無の確認を指示し、各港湾管理者で点
検を行った。しかし、本点検はヒアリ等
の生態に詳しい者が行った訳ではないた
め、見逃している恐れもある。また、
「平成29年度ヒアリ等侵入実態調査及び
防除作業業務」により、主要な７港湾に
おいて目視によるヒアリ等侵入実態調査

－ 65,706,147 － 公社 国認定 1

平成30年度業務
においては、より
競争性の高い一
般競争入札（総合
評価落札方式）に
て調達を実施。

無 1

平成２９年度日中トキ生息保護協力業務

支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長
鳥居　敏男
東京都千代田区霞が関1-2-2

平成29年4月17日
公益財団法人日本鳥類保護連盟
東京都杉並区和田3-54-5第10田中ビル3階 1011305001870

本業務は、中国側が中国陜西省洋県及びトキ救護
飼養センター等において、トキに関する各種調査
を進める中国の現地専門家等に対する協力、中国
におけるトキ野生復帰事業の調査分析・技術支
援、中国へのトキの引き渡しにかかる事務、関連
情報の収集その他を実施する。

本業務の実施に当たっては、
①　トキ保護増殖事業計画、日中共同トキ保護計
画及び日中トキ保護協力の経緯等について理解し
ている者やトキの生態やそれを取り巻く生息環境
等に関する経験及び知識を持つとともに、トキの
保護に向けた科学的知見を持っている者を有して
いること。
②　我が国とは体制・社会慣習等の異なる中国に
おける円滑な業務の実施を図るため、中国のトキ
保護増殖にかかる団体、専門家等と緊密な人脈・
ネットワークを有し、かつ十分な信頼関係が構築
され、中国への渡航経験を有し、社会環境等にも
精通した者を有していること。
③トキを含めた希少鳥類の輸出入、運搬等に関す
る業務や関与の実績を有することが必要である。

公益財団法人日本鳥類保護連盟は、トキを始めと
する鳥類に関する専門家を有し、平成７年度～平
成１０年度中国トキの生息環境保護に関する調査
協力事業及び平成１１年度～平成２８年度日中ト
キ生息保護協力業務を実施し、また、これまでわ
が国と中国とのトキ個体の交換の全てを実施して
いるため、上記の要件を十分に満たしている。

また、上記の条件を満たす者が１者のみ又は複数
者存在するかを確認する必要があるため、契約相
手方の選定に当たっては、平成１９年度から参加
者確認公募方式を適用したところ、参加希望書類
については、公益財団法人日本鳥類保護連盟1者
のみから提出があった。

過去６回参加者確認公募方式により、公益財団法
人日本鳥類保護連盟以外に契約相手方となり得る
者を公募によって確認したが、公益財団法人日本
鳥類保護連盟以外の応募は皆無であったため、本
業務を実施できる者は、公益財団法人日本鳥類保
護連盟のみであると判断される。
以上により、契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合と判断されるので、会計法第29条の３第４
項の規定に基づき、本業務の契約者として、公益
財団法人日本鳥類保護連盟と随意契約を結ぶもの
である。

－ 14,500,000 － 公財 国認定 -

平成19～24年度
は参加者確認公
募方式を適用した
が、いずれも応募
は1者のみであっ
たため、平成25年
度以降は随意契
約にて実施してい
るもの。

有 5

公益法人に対する随意契約の見直しの状況（物品・役務等）

点検結果の区
分

点検結果
（見直す場合はその内容）

備考物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属

する部局の名称及び所在地
契約を締結した日

予定
価格

契約金額 落札率
再就職の役員

の数

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由
（企画競争又は公募）

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
法人番号

様式６－４



平成２９年度全国野鳥保護のつどい記念
式典等実施業務

支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長
鳥居　敏男
東京都千代田区霞が関1-2-2

平成29年4月10日
公益財団法人日本鳥類保護連盟
東京都杉並区和田3-54-5第10田中ビル3階 1011305001870

　本業務は、野鳥を保護し、愛鳥思想を
広く国民に普及するために愛鳥週間（５
月10～16日）に行われる「全国野鳥保護
のつどい」記念式典を円滑に開催するこ
とにより、国民の野生生物保護思想の高
揚に資することを目的とする。
本業務の中核行事である記念式典につい
ては、公益財団法人日本鳥類保護連盟と
環境省との共催で行われており、各種事
務を同連盟が担っている。また、同式典
には常陸宮殿下の御臨席を賜って行って
おり、殿下の御成日程等について宮家と
の調整を円滑に行う必要がある。同連盟
の総裁は常陸宮殿下であり同連盟はこれ
までも宮家と御成日程等の調整を円滑に
実施してきた実績がある。
以上の理由により、会計法第２９条の３
第４項の規定に基づき、公益財団法人日
本鳥類保護連盟を契約の相手方とするも
のである。

－ 17,300,000 － 公財 国認定 -

本業務は、（公財）
日本鳥類保護連
盟が発足当初から
の主催者であり、
環境省が昭和47
年度から共催者と
なっている。また、
普及啓発活動を継
続的に行ってお
り、宮家との調整
及び式典の運営を
円滑に遂行できる
唯一の団体である
ため、随意契約に
よらざるを得ない。

有 6

平成２９年度コベネフィット・アプロー
チ推進に係る国際パートナーシップ等事
務局業務

支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長
鳥居　敏男
東京都千代田区霞が関1-2-2

平成29年5月19日

公益財団法人地球環境戦略研究機関
神奈川県三浦郡葉山町上山口２１０８－
１１ 8021005009182

アジア・コベネフィット・パートナー
シップ（ACP）は、2010年11月に、アジ
アの環境所管官庁及び国際機関関係者の
賛同を得て設立された。設立の際に承認
された作業計画において、ACP事務局を
財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）
が担うことが明記されている。
　また、国際応用システム分析研究所
（IIASA）は、国際的な研究機関であ
り、我が国は設立以来の加盟国である。
2011年2月に開催された日本委員会にお
いて、IIASA日本委員会規約に基づき日
本委員会事務局について協議が行われ、
IGESが、国際的な立場における各国政府
への信頼性および実績を有し、環境省に
代わり各国政府との連絡調整を行うこと
ができるネットワークを有していること
から、IIASA日本委員会の事務局となる
ことが了承された。
　以上の理由により、会計法第29条の３
第4項（条約等の国際的取決めにより、
契約の相手方が一に定められているもの
及びこれに準ずると認められるもの）に
基づき、随意契約をするものである。

－ 15,600,000 － 公財 国認定 -

本業務は、「条約等の
国際的取決めにより、
契約の相手が一に定
められているもの」に
該当するため、契約の
性質又は、目的が競
争性がない場合とし
て、契約相手方は、
（公財）地球環境戦略
研究機関である必要
があり、引き続き随意
契約によらざるを得な
い。

有 6



平成２９年度北西太平洋地域海行動計画
活動推進業務

支出負担行為担当官
環境省大臣官房会計課長
鳥居　敏男
東京都千代田区霞が関1-2-2

平成29年4月3日
公益財団法人環日本海環境協力センター
富山県富山市牛島新町5-5 5230005000125

　北西太平洋地域海行動計画（以下「NOWPAP」と
いう。）とは、閉鎖性の高い国際海域の環境保全
のため、国連環境計画(UNEP)が推進する「地域海
計画」の一つである。
　NOWPAPは日本海及び黄海をその対象海域とし、
1994年（平成６年）９月に韓国で開催された第１
回政府間会合において、日本、中国、韓国及びロ
シアの４カ国によってその設立が採択され、その
後各種活動が進められている。
　1999年４月の第４回政府間会合において、地域
活動センター（RAC）の配置が決定され、我が国
においては、富山県にリモートセンシングや新し
いモニタリング技術を活用して海洋環境を評価し
管理するための「特殊モニタリング・沿岸環境評
価に関する地域活動センター」(以下「CEARAC」
という。）が設置された。
　富山県を本拠地とする公益財団法人「環日本海
環境協力センター」は、海洋における環境モニタ
リング、リモートセンシング、環境影響評価、コ
ンピューターサイエンスなどを含む様々な科学分
野の熟練者や専門家を擁していることが評価さ
れ、第４回政府間会合においてCEARACに指定さ
れ、今日に至るまでその活動を継続してきてい
る。
　以上のような経緯から、本事業は平成18年8月
25日付財務大臣通知（財計第2017号）の競争性の
ない随意契約によらざるを得ない場合のイの
（ロ）「条約等の国際的取決めにより、契約の相
手が一に定められているもの」に該当し、会計法
第29条の３第４項の規定に基づき「契約の性質又
は目的が競争を許さない場合」に当たることか
ら、随意契約を行うものである。

－ 19,400,000 － 公財 国認定 1

本業務は、「条約等の
国際的取決めにより、
契約の相手が一に定
められているもの」に
該当するため、契約の
性質又は目的が競争
性がない場合として、
契約相手方は（公財）
環日本海環境協力セ
ンターである必要があ
り、引き続き随意契約
によらざるを得ない。

有 6

平成２９年度環境放射線等モニタリング
調査等業務

支出負担行為担当官環境省大臣官房会計
課長
鳥居　敏男
東京都千代田区霞が関1-2-2

平成29年4月3日
公益財団法人日本分析センター
千葉県千葉市稲毛区山王町２９５−３ 6040005001380

　当該業務は、全国１０カ所の国設酸性
雨測定所に設置している環境放射線等測
定所で収集した測定データや、各測定所
の周辺で採取した環境試料の各種分析結
果を専用データベースに蓄積し、測定所
及びその周辺ごとの放射線レベルやその
変動パターンを把握することを目的とし
ているおり、放射線のモニタリングデー
タの分析に専門的な知識を有し、また、
放射線の分野で十分な知見及び経験を有
することが求められる。
また、通常の業務に必要な要件の他、国
内外における原子力関係事象発生時にお
ける緊急時においても対応を求めるもの
であり、当業務に対応できる専門的知
識、緊急時に対応できる体制を有する参
加者を確認するため公募を行うものであ
る。

－ 52,995,600 － 公財 国認定 1

本業務は、参加者
確認公募方式で募
集した結果、参加
希望書類の提出
は1者のみであっ
た。

有 2

平成２９年度鳥類標識調査委託業務

分任支出負担行為担当官　環境省自然環
境局生物多様性センター長
生物多様性センター
山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾５５９７
－１

平成29年4月1日
公益財団法人山階鳥類研究所
千葉県我孫子市高野山115 2040005016886

会計法29条の3第4項
当該団体は、我が国唯一の鳥類の専門研
究機関として、また、標識調査に不可欠
なバンディング技術を認定、普及する機
関として、国際的な標識調査機関である
Euringにおいて我が国の標識調査機関と
して位置付けられるなどにより、海外に
おいて標識調査を実施する団体とネット
ワークを構築している国内唯一の団体で
あり、これに代わる団体は存在しない。

－ 35,090,000 － 公財 国認定 -

標識調査に不可
欠なバンディング
技術を認定、普及
する機関として、
国際的な標識調査
機関であるEuring
において我が国の
標識調査機関とし
て位置付けられる
などにより、他者
への発注は困難。

有 6

平成２９年度シマフクロウ保護増殖事業
（生息状況調査・給餌・巣箱設置等業
務）

分任支出負担行為担当官
北海道地方環境事務所釧路自然環境事務
所長
安田　直人
北海道釧路市幸町10丁目3番地

平成29年4月3日

公益財団法人日本鳥類保護連盟
東京都杉並区和田３丁目５４番５号第１
０田中ビル３階 1011305001870

本業務では、シマフクロウ保護増殖事業
の一環として、本種の分布、生息つがい
数、繁殖状況等をモニタリングするとと
もに、巣立ち間近のヒナを捕獲し標識を
装着することで個体を識別し、性別、行
動圏、来歴等の保護に必要な基礎的な情
報を収集することを目的とする。また、
河川環境等の生息環境が改善するまでの
暫定的な措置として給餌を行うととも
に、繁殖に必要な樹洞のある大径木の代
替としてシマフクロウ用の巣箱の設置等
を行うものである。本業務の実施にあ
たっては、シマフクロウの生態や生息情
報に精通し、シマフクロウの繁殖等に影
響を及ぼさないように事業を実施するこ
とができる高い技術力と生態学的知見が
求められる。シマフクロウの生態・生息
状況に精通する関係者との情報網を持
ち、シマフクロウの生態に関して助言等
を行う立場の専門家や、シマフクロウの
行動予測を適切に行える技術者を有する
者が1者のみ又は複数者存在するかを確
認する必要があるため、契約相手方の選
定に当たって参加者確認公募方式を適用
したところ、一者のみ応募があり、この
1者は応募要件を満たしていた。以上の
理由により、会計法第29条の3第4項の規
定に基づき、請負契約の相手先として公
益財団法人日本鳥類保護連盟と随意契約
を締結することとする。

－ 11,772,000 － 公財 国認定 1

本業務は、参加者
確認公募方式で募
集した結果、参加
希望書類の提出
は1者のみであっ
た。

有 5


